
基本問題 10 

取引事例比較法に関する次の設問に答えなさい。 

（1）取引事例比較法の意義を説明しなさい。 

（2）事例の収集及び選択の要件を述べるとともに、それぞれの内容について説明しなさい。 

 

 

  



（1）について 

取引事例比較法は、まず多数の取引事例を収集して適切な事例の選択を行い、これらに

係る取引価格に必要に応じて事情補正及び時点修正を行い、かつ、地域要因の比較及び個

別的要因の比較を行って求められた価格を比較考量し、これによって対象不動産の試算価

格を求める手法である（この手法による試算価格を比準価格という。）。取引事例比較法

は、近隣地域若しくは同一需給圏内の類似地域等において対象不動産と類似の不動産の取

引が行われている場合又は同一需給圏内の代替競争不動産の取引が行われている場合に有

効である。 

（2）について 

選択する取引事例は、次の 4 要件の全部を備える必要があり、投機的取引と認められる

事例等適正を欠くものであってはならない。 

①近隣地域又は同一需給圏内の類似地域に存する不動産に係るもののうちから選択する

ものとし、必要やむを得ない場合には近隣地域の周辺の地域に存する不動産に係るもの。

また、対象不動産の最有効使用が標準的使用と異なる場合等には、同一需給圏内の代替競

争不動産に係るもののうちから選択するものとする。 

この場合における必要やむを得ない場合とは、近隣地域又は同一需給圏内の類似地域

に存する不動産について収集した取引事例等の大部分が特殊な事情による影響を著しく

受けていることその他の特別な事情により当該取引事例等のみによっては鑑定評価を適

切に行うことができないと認められる場合をいう。 

また象不動産の最有効使用が標準的使用と異なる場合等とは、対象不動産の個別性の

ために近隣地域の制約の程度が著しく小さいと認められるものをいう。 

②取引事情が正常なものと認められるものであること又は正常なものに補正することが

できるものであること。 

取引事例に係る取引等が特殊な事情を含み、これが当該取引事例等に係る価格等に影

響を及ぼしているときは適切に補正しなければならない。 

事情補正の必要性の有無及び程度の判定に当たっては、多数の取引事例等を総合的に

比較対照の上、検討されるべきものであり、事情補正を要すると判定したときは、取引

が行われた市場における客観的な価格水準等を考慮して適切に補正を行わなければなら

ない。 

なお特殊な事情とは、正常価格を求める場合には、正常価格の前提となる現実の社会

経済情勢の下で合理的と考えられる諸条件を欠くに至らしめる事情のことである。 

③時点修正をすることが可能なものであること。 

取引事例等に係る取引等の時点が価格時点と異なることにより、その間に価格水準に

変動があると認められる場合には、当該取引事例等の価格等を価格時点の価格等に修正

しなければならない。 



時点修正に当たっては、事例に係る不動産の存する用途的地域又は当該地域と相似の

価格変動過程を経たと認められる類似の地域における土地又は建物の価格の変動率を求

め、これにより取引価格を修正すべきである。 

④地域要因の比較及び個別的要因の比較が可能なものであること。 

取引価格は、取引事例に係る不動産の存する用途的地域の地域要因及び当該不動産の

個別的要因を反映しているものであるから、取引事例に係る不動産が同一需給圏内の類

似地域等に存するもの又は同一需給圏内の代替競争不動産である場合においては、近隣

地域と当該事例に係る不動産の存する地域との地域要因の比較及び対象不動産と当該事

例に係る不動産との個別的要因の比較を、取引事例に係る不動産が近隣地域に存するも

のである場合においては、対象不動産と当該事例に係る不動産との個別的要因の比較を

それぞれ行うものとする。 

なお、取引事例として同一需給圏内の代替競争不動産に係るものを選択する場合にお

いて、価格形成要因に係る対象不動産との比較を行う際には、個別的要因の比較だけで

なく市場の特性に影響を与えている地域要因の比較もあわせて行うべきことに留意すべ

きである。 

また、このほか地域要因及び個別的要因の比較については、それぞれの地域における

個別的要因が標準的な土地を設定して行う方法がある。 

 

 

以上 

（1640 字程度/1750 字） 

 

 

※1750 字：解答用紙の推定上限文字数 

35 字/行 × 50 行 

 


